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消費者教育研究校報告書 

 

愛知県立一宮興道高等学校 小川 久美子 

 

１ はじめに 

 愛知県立一宮興道高等学校は、1983 年（昭和 58 年）に創立し、2023 年に創立 41 年を迎え

た。本校の校名「興道」は、『漢書』の一節「卉然として道を興し、義を遷す」に由来し、物心

両面にわたる創造を目指すものである。生徒の大多数は大学への進学を希望し、前向きに学業

に取り組むとともに、生徒会活動、部活動、学校祭や球技大会などにも力を注いでいる。真面

目で何事にも一生懸命に取り組む生徒が多く、校訓「活力」が遺憾なく発揮されている。 

 成年年齢が引き下げられ、高校３年生の 18 歳になれば、保護者の同意がなくても契約など

の様々な決定ができるようになった。生徒は、18 歳の成年年齢のことを知ってはいるが、知識

の不十分さによって契約のトラブルにどのようなものがあるかまではあまり理解していない

ようである。また、本校は進学校ということもあり、高校卒業後の大学生活において、一人暮

らしをする生徒もいる。その中で、自らが様々な契約をしていくことが想定される。そのため、

本校における消費者教育の重要性は非常に高いと考えられる。 

 

２ ねらい 

  本研究では、外部講師をお招きし、消費者ホットラインに寄せられている具体例に基づき、

消費者トラブルについて講義していただき、その知識を課題発見学習としてグループワークを

取り入れ、生徒自らが得た知識を活用し、思考・判断する力を身に付けることを目標とした。 

また、消費者教育の内容をいくつかの課題に分け、グループワークで得た成果を、クラス内

で発表させた。このグループワークにおいて、生徒たちが思考・判断し、発表という形で表現

することが、主体的に取り組む学習につながり理解度を深められることを期待している。 

この身に付けた知識や思考・判断・表現力が実生活での行動につながることを期待している。 

 

３ 実践内容 

(1) 生徒の実態 

本授業実践は、普通科２年生、８クラスの家庭基礎の授業にて実施した。実践を行うに 

あたって、生徒の実態を把握するために、以下のような事前アンケートを行った。その結

果は以下のとおりである。それぞれの問いの理解度を、「Ａ：理解していて、友人に伝える

ことができる。」「Ｂ：理解しているが、友人に伝えることが難しい。」「Ｃ：知らない」と

いう３つの段階に分け、アンケートを行った。 

 内容 Ａ Ｂ Ｃ 

問 1 成人年齢が 18 歳 ４２％ ５５％ ３％ 

問 2 エシカル消費 ３％ １７％ ８０％ 

問 3 消費者契約法 ６％ ６４％ ３０％ 

問 4 クレジットカード支払い方法 ２０％ ６２％ １８％ 

問 5 ネットショッピングの電子契約法 ６％ ４４％ ５０％ 

問 6 多重債務者の債務整理手続き ３％ ２０％ ７７％ 

問 7 消費者ホットライン ３％ １５％ ８２％ 

問 8 金融商品のリスクとリターン ９％ ３４％ ５７％ 

問 9 部屋を借りる際の契約（敷金・礼金） ８％ ３８％ ５４％ 
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１：家庭科の授業の中で、「エシカル消費」、「消費者契約法」、「クレジットカードの支払

方法」、「ネットショッピングの電子契約法」、「多重債務者の債務整理の手続き」、

「金融商品のリスクとリターン」を中心として扱い、知識・理解を深めること。 

２：外部講師の方に講義をしていただく授業の中で、「国民生活センター」に寄せられ

ている事例について知識・理解を深めること。 

３：１、２のような消費者教育に関わる課題を主体的に課題発見学習の中で、グループ

ワークを取り組むことで、友人と共に思考し、クラス内で発表すること。 

アンケート結果から、70％以上の生徒が、「成人年齢が 18 歳」、「消費者契約法」、「ク    

レジットカード支払い方法」について、理解していた。ただ、友人に伝えることができる

までの理解度がないことが実態として分かった。また、言葉として、50％以上の生徒が知

らないという項目は、「エシカル消費」、「ネットショッピングの電子契約法」、「多重債務者

の債務整理手続き」、「消費者ホットライン」、「金融商品のリスクとリターン」、「部屋を借

りる際の契約（敷金・礼金）」であった。今回実施した事前のアンケート結果から、本校の

生徒への授業の進め方として、 

 

 

 

 

 

 

 

といった展開が本校の生徒に適しているのではないかと考えた。 

最終目標は、生徒一人１人が「消費者市民社会」を築いていく力を育成することである。

「消費者市民社会」とは、消費者が主役となって、環境問題を含む社会的課題の解決に向

けて積極的に行動する社会である。最終目標を達成するために、以下のような授業計画を

立案した。 

 

 (2) 授業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時数 学習内容 

1時限目 事前アンケート（具体的な事柄についての理解度）・エシカル消費度チェック 

2時限目 買い物と契約の関係・消費者に不利な契約の取り消し・悪質商法 

3時限目 
外部講師による授業「消費者トラブルを知り、賢い消費者になろう」 

（消費者ホットラインに寄せられている具体的なトラブル事案について） 

4時限目 多様化する支払方法とリスク防止、消費者の自立と行政の支援 

5時限目 課題発見学習（グループワーク）の各班で、ロイロノートにまとめていく 

6時限目 課題発見学習（グループワーク）の各班で、ロイロノートで発表準備 

7時限目 課題発見学習（発表・振り返り）をロイロノートにおいて発表 

①グループワークの中で、消費者教育に関わる課題を発見しながら、実際に知識を活用

できるようにしていくこと。 

②グループワークの中で、発表を前提とした表現はどのようにするとわかりやすいか思 

考し判断してまとめていくこと。 

③消費者としての視点だけではなく、消費者を取り巻く環境（企業や行政）の視点から 

「消費者市民社会」を築いていけるように主体的に学んだことを実践していくこと。 
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【外部講師による講義授業を受ける生徒達】 

【外部講師による講義のネット通販にまつわる実践内容】 

（3）外部講師による講義 

愛知県県民生活課、愛知県消費生活総合センターと連携し、消費生活相談員に「消費者

トラブルを知り、賢い消費者になろう」と題し、消費者ホットラインに寄せられている具

体的なトラブル事案について、２年生８クラスにおいて、クラスごとに１時間ずつ「実践

的授業」を行っていただいた。今後の単元にもつながるように住居分野の一人暮らしにお

ける必要な契約について、「賃貸契約」、「電気通信契約」、「クレジットカードの契約」、「ネ

ット通販の定期購入」等、具体的な事例と共に分かり易く話をしていただいた。最後の質

疑応答に関しては、生徒自らの実体験にまつわる質問をすることもでき、とても有意義な

授業になったと感じた。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）課題発見学習（グループワーク） 

グループワークのテーマとして、①「エシカル消費」、②「消費者契約法」、③「クレジ

ットカードの支払方法」、④「ネットショッピングの電子契約法」、⑤「多重債務者の債務
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整理の手続き」、⑥「金融商品のリスクとリターン」、⑦「国民生活センターに寄せられて

いる具体的な事例」の７つを取り上げ、それぞれを班に振り分けた。そして、７つのテー

マについて課題を見つけさせ、タブレットＰＣで「ロイロノート」（クラウド型授業支援ア

プリ）を用いて、グループの生徒全員で調べた内容を共有してまとめさせた。さらに、「ロ

イロノート」でまとめた内容の「カード」をつないで、クラスの中で発表する準備をさせ

た。 

また、タブレットＰＣや、教室のプロジェクターを発表に用いる事で主体的かつ効率的

に学習を進めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロイロノートで生徒が発表する様子】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロイロノートにおける発表準備状況】
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（5）振り返りシート 
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４ 実践の成果と考察 

(1) アンケート結果 

授業後アンケートは、授業前アンケートと同様に普通科２年生、８クラスの家庭基礎の授  

    業にて実施した。問１～問９のそれぞれの理解度を、「Ａ：理解できて、友人に説明するこ 

とができる。」「Ｂ：理解できたが、友人に説明することが難しい。」「Ｃ：あまり理解できな 

かった。」という３つの段階に分け、授業後アンケートを行い、その結果は以下のとおりで 

ある。 

 内容 Ａ Ｂ Ｃ 

問 1 成人年齢が 18 歳 55％ 44％ 1％ 

問 2 エシカル消費 32％ 61％ 7％ 

問 3 消費者契約法 34％ 62％ 4％ 

問 4 クレジットカード支払い方法 51％ 46％ 3％ 

問 5 ネットショッピングの電子契約法 35％ 62％ 3％ 

問 6 多重債務者の債務整理手続き 27％ 67％ 6％ 

問 7 消費者ホットライン 54％ 42％ 4％ 

問 8 金融商品のリスクとリターン 40％ 57％ 3％ 

問 9 部屋を借りる際の契約（敷金・礼金） 17％ 66％ 17％ 

問 10 は、消費者教育の学習をグループワークの中で主体的に取り組めたかという問いに

対して、「Ａ：主体的に取り組むことが充分できた」「Ｂ：主体的に取り組むことがある程度

できた。」「Ｃ：主体的に取り組むことがあまりできなかった。」「Ｄ：主体的に取り組むこと

がほとんどできなかった」という４つの段階に分けた結果が次のグラフである。 

消費者教育の学習をグループ学習の中で主体的に取り組めたか 

 

 

                           

                  主体的に取り組むことが充分できた        

主体的に取り組むことがある程度できた 

                  主体的に取り組むことがあまりできなかった     

                  主体的に取り組むことがほとんどできなかった 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４１％ 

２％ ５％ 

５２％ 
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（２）アンケート結果の分析 

  （表）アンケート結果の理解度：一部抜粋 

   

生徒が感じた具体的な理由は、 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

授業後のアンケートでは、「理解できて、友人に説明することができる」と回答した生徒が

どの項目も増え、「クレジットカード」「消費者ホットライン」については、半数以上の生徒が

友人に説明することができるようになっていた。 

「消費者ホットライン」については、具体的なトラブル事案について、２年生８クラス、ク

ラスごとに１時間ずつ「外部講師による授業」を行っていただいたので、理解度も深まり生徒

の感想から友人に伝える自信もついたと思われる。 

また、今後卒業していく際に一人暮らしになる生徒もいることから、教科において、次の単

元につながるように学習を進めていきたいと考える。 

 

５ 今後の課題とまとめ 

  消費者教育分野の授業においては、生徒が知識を得て、何が重要かを思考・判断し、どのよ

うなことに気を付けていけばよいのかを自ら見付けて、それを伝えていく力（表現力）が大切

である。今回の実践において、課題発見学習としてグループワークを取り入れることで生徒自

らが思考・判断する力を育成するというねらいは、生徒の振り返りシートからもわかるように、

達成されたと考えられる。また、外部機関との連携は、生徒にとって有益になったばかりでな

く、教員自身も指導力向上のために、今後も必要だと感じた。 

 本校の今後の課題として挙げられるのは、高校での学びを卒業後の生活に結び付けていくこ

とや他教科との連携である。消費者教育を通して、高校卒業後に自立した暮らしをすることが

 エシカル消費 クレジットカード 消費者ホットライン 

理解できて、 

説明できる 

授業実施前 ３％ ２１％ ４％ 

授業実施後 ３２％ ５１％ ５４％ 

理解できているが、

説明できない 

授業実施前 １６％ ６１％ １４％ 

授業実施後 ６１％ ４６％ ４２％ 

理解できていない 
授業実施前 ８１％ １８％ ８２％ 

授業実施後 ７％ ３％ ４％ 

・国民生活センターのことを初めは何も知らなかったので自分がまず理解できるように

インターネットを使って、徹底的に調べました。そして文章に合った画像を探して発表

する時に聞いている人が分かりやすいと思えるようなものにした。 

・自分で考えて調べないといけないことが増えたので、ただ授業を聞いている時より主

体的に取り組めた。 

・班の中で担当する項目を決めたので、調べる内容が多くなりすぎず、調べよう！という

気持ちになれた。グループワークだからこそ出来たものだった。その後、グループ内で情

報共有できたので良かった。 

・今まで何となく理解を後回しにしていた「投資」について考えるとても良い機会であ

り、それを自分の言葉でしっかり説明できるようにグループで色々なサイトを調べて、

とても良い発表が出来た。 

・消費者問題は自分も含めて誰でも関わってくる問題だから、しっかりと学んでこれか

ら生きていく上で学んだ知識を活用していきたいと思った。今回、自ら学んでいこうと

思えた。 



 

10 
 
 

できるようにしていきたい。今後も様々な契約をしていく生徒たちにとって、消費者教育は一

層重要な分野になっていくと考えられる。 


